
議案第５号 

 

   令和５年度匝瑳市病院事業決算認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

令和５年度匝瑳市病院事業決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

る。 

 

 

令和６年９月６日提出 

 

 

匝瑳市長  宮 内  康 幸   
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